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与 謝 野 町 議 会



議会タブレット端末導入及び通信サービス利用業務に関する「仕様書」

区 分 説 明
1.業務名 議会タブレット端末導入及び通信サービス利用業務
2.目的 電子データによる議会関連資料等の伝達及びペーパレス会議の運用に際し、必要と

なるタブレット型端末及び無線データ通信サービス等の利用契約を行う。
3.履行期間 予定履行期間は、令和 7年 8月 1日から令和 11年 7月 31日まで（48 か月）

※諸事情により端末入荷が遅れる場合は、協議の上決定する。
※48か月を分割した期間による更新も可能。

4.契約内容の
概要

本仕様書が定める要件に適合するタブレット型端末及び通信サービスを提供する
とともに、安定的に通信サービスの使用が行えるよう保証サービス等の提供を行う
ものとする。

5.業務の内容 本業務の内容は、次の各項を一括して行うものとする。
（1）タブレット型端末等の提供

①13インチ iPad Air（M3）Wi-Fi+cellular（ストレージ 128G）一式
22台、同一色（AC-ADP、ケーブル込み）

②詳細は「別記１」を満たすものであること。
③端末の故障／紛失等に対応する必要な補償サービスを設けること。
④タブレットは「レンタル／リース」とし、4年間（48か月）の均等払いとす
る。なお、期間分割による更新契約も可能とする。

（2）通信サービスの提供
以下の使用を満たすモバイルデータ通信回線を 22回線提供すること。
①5G／LTE で接続できるものとし、日本国内において安定的に利用できるこ
と。通信速度は受信時最大 150Mbps 以上、送信時最大 50Mbps 以上である
こと。

②通信料については、以下のいずれかによること。なお、指定通信料を超える
場合の取り扱いについては、別途、落札事業者と協議する。
ア）1か月 1台あたり 20GB（若しくは 20GB以上）のデータ通信料を含
む。

③ISP利用料を含むこと。ただし、本業務実施に当たり支障のない ISPとする
こと。ただし、端末回線個々のメールアドレスは必要としない。

④データ通信料、利用料等を回線ごとに把握できる管理システムを設けるこ
と。この場合、管理者がWeb ブラウザを用いて管理画面を利用できるもの
とする。

⑤タブレット通信端末の端末管理サービス（以下、MDMと呼称）は、次の仕
様を満たすMDMとし、利用開始日及び提供期間内において提供すること。
ア）利用する端末の使用制限を遠隔地の管理者から制御（リモートロック
等）できること。

イ）管理者がWeb ブラウザを用いて管理画面を利用できること。また、管
理画面でデータ通信回線の利用中断を行えること。



ウ）インターネット接続時に、自社のサービスにおいて可能な限りフィル
タリングを実施すること。具体的には別途協議するものとする。

エ）MDMを使用するために必要な初期構築費及び初期キッティング費は
別途支払いする。

⑥故障時等においては、保証サービスを設けること。
⑦納品時点において、通信サービスおよびMDM管理、管理システムが利用で
きる状態であること

（3）タブレット端末の初期設定の実施及び導入業務の内容
①初期設定に必要な事項は、本町と協議の上、設定すること。
②本書に基づき、受注者は落札決定後速やかに導入の作業計画を提出し本町に
説明を行うこと。

③端末及び通信回線に必要な個別端末 ID、回線番号等端末・回線ごとの所用事
項を記した管理台帳を作成し、納期時に提出すること。また、タブレット名、
管理番号、サポートダイヤル番号等、識別可能なラベルを端末に張り付ける
こと。

④端末への各種設定手順書、故障時／紛失時の対応手順書、その他本町が必要
とする手順書を作成し、別に指定する必要部数を提出すること。

⑤本業務とは別に、本町が調達を実施した議会運営支援用システムであるアプ
リケーションのインストールおよび設定を行う予定であるため必要に応じ
て連携すること。

（4）保守
①紛失／盗難時には、与謝野町と連携し、ロック・利用中断等の手続について
必要な場合においてはサポートを行うこと。

②MDM運用に際し、必要なサポートを行うこと。
（5）その他

①ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び消費税について、契約
期間内において変更が生じた場合は当該変更後金額を適用するものとする。

②第 3項の準備期間にて生じる初期費用（MDM構築費、キッティング費用）
については、当該年度に一括支払いとする。

③その他、必要な事項を入れること
6.納入先
（予定）

〒629-2498
京都府与謝郡与謝野町字加悦 433 番地（加悦庁舎） 3階（議会事務局）
電話：0772-43-9027 Email：gikai@town.yosano.lg.jp

7.その他 （1）地方自治法第 234 条の 3に基づく長期継続契約であり、予算削減等により契
約変更・解除となる場合がある。

（2）個人情報保護法及び本町の個人情報保護条例・情報セキュリティポリシーを遵
守すること。

（3）業務遂行上知り得た情報を第三者に漏洩・開示してはならない。
（4）仕様書に記載のない事項は、本町と受託者が協議の上決定する。



別記 1
区 分 説 明

端末 タブレット端末機（すべて同一製品の新品・同一色であること）
台数 22台（内訳：議会事務局 19 台、総務課 3台）
機種（モデル） 13インチ iPad Air（M3）Wi-Fi+cellular（ストレージ 128G）
OS iPad OS
CPU Apple M3チップと同等もしくは同等以上
ストレージ 128G以上
重さ 700ｇ以下
ディスプレイ 13インチ
通信機器 5G通信及びLET通信に対応していること
無線 LAN Wi-Fi 6E
付属品 ACアダプタ及びケーブル
その他 適合するApple pencil 及び smart keyboard に対応すること


